
各種申請書の提出は郵送で！

書類により、提出先は2ヵ所に分かれます
健康保険に関する申請書は、種類によって提出先が異なります。必要な申請用紙は、ホームページからダウ
ンロード・印刷してご使用いただけます。郵送での提出にご協力お願いいたします。

協会けんぽに
ご提出いただく申請書

日本年金機構の事務センターに
ご提出いただく申請書（電子申請がおすすめです）

健康保険の資格取
得等に関するもの
（従業員の採用）

交付

病気・ケガ・
入院等

健康診断

変更・訂正

給与・賞与

出産・育児休業

退職・死亡

退職後の保険
（任意継続）

事業所に
関するもの

⃝任意継続被保険者資格取得申出書
⃝任意継続被保険者資格喪失申出書
⃝任意継続被保険者被扶養者（異動）届

⃝傷病手当金支給申請書
⃝療養費支給申請書
⃝高額療養費支給申請書
⃝限度額適用認定申請書
⃝限度額適用・標準負担額減額認定申請書
⃝特定疾病療養受療証交付申請書
⃝第三者行為による傷病届

⃝出産手当金支給申請書
⃝出産育児一時金支給申請書

⃝特定健康診査受診券（セット券）申請書

⃝埋葬料（費）支給申請書

⃝被保険者資格取得届

⃝産前産後休業取得者申出書
⃝育児休業等取得者申出書
⃝産前産後休業終了時報酬月額変更届
⃝厚生年金保険養育期間
　標準報酬月額特例申出書
⃝育児休業等終了時報酬月額変更届

⃝被保険者資格喪失届

⃝適用事業所名称・所在地変更（訂正）届
⃝事業所関係変更（訂正）届

⃝�健康保険被扶養者（異動）届
　（国民年金第3号被保険者関係届）

⃝被保険者氏名変更（訂正）届
⃝被保険者住所変更届

⃝被保険者報酬月額算定基礎届
⃝被保険者報酬月額変更届
⃝被保険者賞与支払届

マイナンバーと
基礎年金番号が
結びついている
被保険者は原則
届出不要です。

各申請書の様式は変更する場合があります。最新の様式は、
協会けんぽもしくは日本年金機構のホームページからダウンロードしてください。

⃝資格情報のお知らせ交付申請書
⃝資格確認書交付申請書
⃝高齢受給者証再交付申請書

(郵送・お問い合わせ先) 
　　全国健康保険協会島根支部 
　　〒６９０－８５３１ 
　　松江市殿町３８３山陰中央ビル２階 
　　☎０８５２－５９－５１３９(代表) 

(郵送先) 
　　日本年金機構岡山広域事務センター 
　　〒７００－８５０１ 
 
(お問い合わせ先) 
・　松江年金事務所 
　　　〒６９０－８５１１　松江市東朝日町１０７ 
　　　☎０８５２－２３－９５４０ 
・　出雲年金事務所 
　　　〒６９３－００２１　出雲市塩冶町１５１６－２ 
　　　☎０８５３－２４－００４５ 
・　浜田年金事務所 
　　　〒６９７－００１７　浜田市原井町９０８－２６ 
　　　☎０８５５－２２－０６７０ 

 


